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試験の実施細則

（一 般）

第 1 条 本細則は自動車用盗難発生警報装置（VAS）とイモビライザ(IMB)の法規適合性の

試験を実施する際の細則を定める。

第 2 条 技術基準の一般規定を満足しないものは試験しない。

試験は製品の代表型式毎に行うことを原則とする。

（作動試験）

第 3 条 添付別紙参照

（指定試験場）

第4条 テュフラインランドジャパン株式会社、株式会社アイピ−エス・コ−ポレ−ション、

株式会社ユ−エルエ−ペックスを当工業会の指定試験場とする。

（試験の立会い）

第 5 条 試験場の要望に基づき申請者は試験に立会い、製品の取り付け、作動の

説明等を行うものとする。


